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1   広島県土地開発公社の概要

(1) 所 在 地

(2) 設立年月日 昭和48年3月31日組織変更

（旧名称：財団法人広島県開発公社　昭和39年1月25日設立）

(3) 資 本 金

(4) 根 拠 法

(5) 目 的

(6) 業 務

1

　

2

3

　（公拡法17条－1－1） 4

5

　

6

7

8

　（公拡法17条－1－2） 9

10

附帯等事業 11 　保有土地賃貸事業

　（公拡法17条－1－3） 12 　附帯等事業

　

13

　（公拡法17条－2－1）

14

　（公拡法17条－2－2）

  公営企業の用に供する土地

用に供する土地

広島市中区大手町二丁目11番15号(〒730-0051)

画区域内の土地

又は公用施設の用に供する土地

　「先買い」制度の対象となる都市計　

  道路，公園，緑地その他の公共施設

30,000千円（全額広島県出資）

公共用地，公用地等の取得，管理，処分等を行うことにより，地域の

公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）

秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与すること。

  工業用地造成事業

  流通業務団地造成事業

  住宅用地造成事業

  港湾整備事業

  市街地開発事業，観光施設事業等の

ために必要な土地として政令で定める

機騒音防止に必要な土地）

  その他，地域の秩序ある整備を図る

土地（自然環境保全，史跡保護，航空

国，地方公共団体等の委託に基づ

き，土地取得のあっせん等を行う。

  事務所・店舗等用地造成事業

  上記の事業にあわせて整備される関

連公共・公用施設の整備を地方公共団

体の委託に基づいて行う。

整備

土地の取得のあっせん，

調査，測量等

土地の取得，管理，処分

土地の造成に係る公営

関連公共・公用施設の

企業に相当する事業

土

地

開

発

公

社

の

業

務
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2 　役　員　名　簿

役 名

理 事 長

常務理事

理 事

理 事 広島県議会議員　　　　　　

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

監 事

監 事

3 　職　員　数

R5.4.1

嘱託

0

1

0

1

(注)用地部の職員は総務部が兼務

(R5.6.28現在）

就任年月日 氏　　　　　名 摘　　　　　要

R5.4.1 藤 原 直 樹 専　　任

R5.4.1 城 田 俊 彦 専　　任

R5.4.1 黒 川 幸 雄 専　　任

R5.5.15 冨 永 健 三

R5.5.15 小 林 秀 矩 広島県議会議員　　　　　　

R5.5.15 下 森 宏 昭 広島県議会議員　　　　　　

R5.4.1 植 野 実 智 成 広島商工会議所専務理事

R5.4.1 梅 田 泰 生 広島県商工労働局長　

R5.4.1 上 田 隆 博 広島県土木建築局長

R5.4.1 沖 邉 竜 哉 広島県水道広域連合企業団事務局長

R5.4.1 足 立 太 輝 広島県会計管理者

R5.6.28 青 木 龍 一 株式会社広島銀行常勤監査役

区　　分 専　任 県派遣 計

事 務 局 長 0 1 1

総 務 部 5 2 8

用 地 部 (1) (1) (2)

計 5 3 9
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4 　組　織　図

（注1）

（注2）

（注3）

所在地

【事　務　局】
〒730-0051 広島市中区大手町二丁目11番15号　新大手町ビル3階

   　 TEL      (082)504-7475〔総務部〕
   　 　　　   (082)504-7550〔用地部〕
   　 FAX      (082)243-6721
　　  E-mail   tochikai@jkk-hiroshima.or.jp

用地部の職員は，総務部が兼務する。

（R5.6.28現在）

（　）内は役職員数を示す。

総務部の職員は，土地開発公社，道路公社及び住宅供給公社を併任し，

当該三公社の業務を担当する。

(９) (８) (７)

(２) (１)

理事長

常務理事

理 事

( 1 )

( 1 )

(２)

(７)

( 1 )

理 事

監 事

事 務 局 総 務 部 総 務 課

用 地 部 用 地 課
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